
矢板市家庭のゼロカーボン推進補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、矢板市家庭のゼロカーボン推進補助金（以下「補助金」とい

う。）の交付に関し矢板市補助金等交付規則（平成１４年矢板市規則第１８号）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （目的） 

第２条 この要綱は、脱炭素社会の実現及び災害に強いまちづくりを推進するため、 

再生可能エネルギー及び省エネルギー設備並びにクリーンエネルギー自動車の導

入を支援することを目的とする。 

 （定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 太陽光発電設備 太陽光を受けて発電する設備であって、当該設備が設置さ

れる住宅において発電した電力を消費できる設備をいう。 

⑵ 定置型蓄電池 太陽光発電設備で発電した電力を充電でき、かつ、当該設備

が設置される住宅に電気を供給できる設備をいう。 

⑶ 木質バイオマス熱利用設備 木材の伐採、加工等によるチップ、ペレット、

薪等を燃焼して暖房や給湯などに利用できる設備で、二次燃焼等により排煙を

減少させる機能を有するもの又は燃焼効率が７０％以上のものをいう。 

⑷ クリーンエネルギー自動車 自家用の電気自動車及びプラグインハイブリッ

ド自動車で、申請者本人が所有者である車両（割賦購入により代金完済後に所

有者になる車両を含む。）をいう。 

⑸ 電気自動車 搭載された電池又は燃料電池によって駆動する電動機のみを原



動機として搭載し、内燃機関を使用しない検査済自動車（道路運送車両法（昭

和２６年法律第１８５号）第６０条第１項の規定による自動車検査証の交付を

受けた同法第２条第２項に規定する自動車をいう。以下同じ。）をいう。 

⑹ プラグインハイブリッド自動車 搭載された電池によって駆動される電動機

と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な検査済自動車

をいう。 

⑺ Ｖ２Ｈ充放電設備 太陽光発電設備と接続し、クリーンエネルギー自動車に

充電でき、かつ、当該クリーンエネルギー自動車から住宅に電気を供給できる

設備をいう。 

⑻ 導入設備 第７条の規定による交付決定通知の日以降に取得するもの（稼働

に直接必要な附帯設備を含む。）で、自己で所有する矢板市内の土地、建物等

に据え付けるもの（クリーンエネルギー自動車を除く。）をいう。 

⑼ 導入費用 導入設備及びその稼働に直接必要な工事に要する費用（他の補助

事業を活用する場合は、当該交付額を除いた額）をいう。 

 （交付対象者） 

第４条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てに該当す

るものとする。 

⑴ 矢板市に住民登録のある個人であること。 

⑵ 申請者本人が市税を完納していること。 

⑶ 定置型蓄電池及びＶ２Ｈ充放電設備においては、太陽光発電設備が既に設

置されている、又は、太陽光発電設備と同一年度内に設置されること。 

⑷ 導入設備は新品（クリーンエネルギー自動車にあっては、道路運送車両法

第７条第１項の規定による新規登録を受ける自動車）であること。 

 （補助金の額） 



第５条 補助金の額は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。

また、補助金額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるも

のとする。 

２ 太陽光発電設備においては、矢板市「暮らし」のびのび定住促進補助金交付要

綱（令和２年４月１日制定）第６条及び別表に定める太陽光発電設備加算による

補助金と併用することはできないものとする。 

 （交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補助金

等交付申請書（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなけれ

ばならない。 

 ⑴ 導入設備の見積書の写し 

 ⑵ その他市長が必要と認める書類 

 （交付決定） 

第７条 市長は、前条の書類を審査し、必要に応じて行う現地調査等により、補助

事業の目的及び内容が適当であると認めたときは、補助金等交付決定通知書（別

記様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

 （事業内容等の変更） 

第８条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、前条の

規定による通知を受けた後、次に掲げる場合に該当するときは、遅延なく、補助

事業等計画変更申請書（別記様式第３号）を市長に提出し、その承認を受けなけ

ればならない。 

 ⑴ 補助金に要する予算を変更するとき。 

 ⑵ 補助事業等の内容を変更しようとするとき。 

 ⑶ 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。 



２ 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、補助金の交付の決定を取り消し、

又は変更することができる。 

３ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を変更したときは、補助金等変更

交付決定通知書（別記様式第４号）により補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第９条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求

書（別記様式第５号）に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならな

い。 

 ⑴ 交付決定通知書の写し 

 ⑵ 導入設備に係る契約書の写し 

 ⑶ 導入設備に係る領収書の写し 

 ⑷ その他市長が必要と認める書類 

 （実績報告の省略） 

第１０条 補助金の実績報告書の提出は、省略できるものとする。 

 （補助金の返還） 

第１１条 市長は、補助金の交付を受けた補助事業者が次のいずれかに該当したと

きは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。 

 ⑴ 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたと認められるとき。 

⑵ 補助金を他の用途に使用したとき。 

⑶ 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付された条件、法令又は交付決定

に基づく命令に違反したとき。 

 （財産の処分の制限） 

第１２条 補助事業者は、導入設備を補助事業の目的以外に使用し、譲渡し、交換

し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 



 （その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

別表（第５条関係） 

補助の種類 補助金の額 上限額 

①太陽光発電設備 発電出力１ｋＷにつき１万５千円 ５万円 

②定置型蓄電池 蓄電容量１ｋＷｈにつき２万円 １０万円 

③木質バイオマス熱利

用設備 

導入費用の１０分の３以内 １５万円 

④クリーンエネルギー

自動車 

１台につき１０万円 定額 

⑤Ｖ２Ｈ充放電設備 導入費用の１０分の４以内 １０万円 

 


